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改 定 前（令和３年１０月） 改 定 後（令和４年１０月） 

第102条 用語の定義 

３．「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲

内において受注者又は管理技術者に対する指示、

承諾または協議等の職務を行う者で、契約書第９

条第１項に規定する者であり、総括監督員、主任

監督員及び監督員を総称していう。 

４．本仕様で規定されている総括監督員とは、総

括調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、

承諾または協議、および関連業務との調整のうち

重要なものの処理を行う者をいう。また、設計図

書の変更、一時中止または契約の解除の必要があ

ると認める場合における契約担当者に対する報告

等を行うとともに、主任監督員および監督員の指

揮監督並びに調査業務のとりまとめを行う者をい

う。 

５．本仕様で規定されている主任監督員とは、主

任調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、

承諾または協議（重要なものおよび軽易なものを

除く）の処理、業務の進捗状況の確認、設計図書

の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行

状況の調査で重要なものの処理、関連業務との調

整（重要なものを除く）の処理を行う者をいう。

また、設計図書の変更、一時中止または契約の解

除の必要があると認める場合における総括監督員

への報告を行うとともに、監督員の指揮監督並び

に主任調査業務および一般調査業務のとりまとめ

を行う者をいう。 

６．本仕様で規定されている監督員とは、一般調

査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承

諾または協議で軽易なものの処理、業務の進捗状

況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照

合その他契約の履行状況の調査（重要なものを除

く）を行う者をいう。また、設計図書の変更、一

時中止または契約の解除の必要があると認める場

合における主任監督員への報告を行うとともに、

一般調査業務のとりまとめを行う者をいう。 

第 110 条 担当技術者 

第102条 用語の定義 

３．「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲

内において受注者又は管理技術者に対する指示、

承諾または協議等の職務を行う者で、契約書第９

条第１項に規定する者であり、総括監督員、主任

監督員及び担当監督員を総称していう。 

４．本仕様で規定されている総括監督員とは、総

括調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、

承諾または協議、および関連業務との調整のうち

重要なものの処理を行う者をいう。また、設計図

書の変更、一時中止または契約の解除の必要があ

ると認める場合における契約担当者に対する報告

等を行うとともに、主任監督員および担当監督員

の指揮監督並びに調査業務のとりまとめを行う者

をいう。 

５．本仕様で規定されている主任監督員とは、主

任調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、

承諾または協議（重要なものおよび軽易なものを

除く）の処理、業務の進捗状況の確認、設計図書

の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行

状況の調査で重要なものの処理、関連業務との調

整（重要なものを除く）の処理を行う者をいう。

また、設計図書の変更、一時中止または契約の解

除の必要があると認める場合における総括監督員

への報告を行うとともに、担当監督員の指揮監督

並びに主任調査業務および一般調査業務のとりま

とめを行う者をいう。 

６．本仕様で規定されている担当監督員とは、一

般調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、

承諾または協議で軽易なものの処理、業務の進捗

状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との

照合その他契約の履行状況の調査（重要なものを

除く）を行う者をいう。また、設計図書の変更、

一時中止または契約の解除の必要があると認める

場合における主任監督員への報告を行うととも

に、一般調査業務のとりまとめを行う者をいう。

第 110 条 担当技術者 
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２．測量作業における担当技術者は、測量法に基づ

く測量士又は測量士補の有資格者でなければならな

い。 

２．測量業務における担当技術者は、測量法に基づ

く測量士又は測量士補の有資格者でなければならな

い。 


